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第I部

避難所の実態



捕I制Hこおいては， 品酬の般微に分間執3縁者名骨訴した.

なお? 各室誌の前文とまとめは下記の各世の総括責任者が執帯した.

第1章 柏原士郎

第2章 森田孝フた

期3'帝 棚田陣洞

4 l坂田弘一

期5章 田中阻人

第6章 吉村英祐

第 7章 吉村 英祐



第l章 避難所とはなにか

都市域での災害は， わが関の災害史におい てもこれまでに幾多の事例があ

り， その都度， 住民は避難し， 避難生活を余犠なくされてきた ここでは，

げる避難所の特性を明ちかにするために， これまでの災害時にお

ける避難行動および避難所などの状況を概観しておく.

まず， わが国における避難所の原形と考え与れる江戸宅時ftの御救小量と， 関

よびその後の災害における避難行動と避難所の状況を述べ， さらに

もとにして定めちれた災害救崩法や災害

対軍基本法， 地域紡災計画における避難所などの耀定について述べ広

おすくい ご や

1.1 江戸時代の御救小屋

江戸時伐(1603-1867年) ，丸民衆の生活も比較的安定い え禄以後はとくに文

芸潤熟の機濯を迎えて， 享楽の時代が実現されたかにみえたが， 実は， 地震と

火事の災厄は， 全時代を通じて庶民に龍惨な誌を投 えた たとえば， 境死

10万人を出した明暦3年(1657年)の大火

や， 270年間を通じて大小478度の地震を

被っている. 事府はそ古都度， 被m.者に給金

や金， 長l去を与え救済の手を差し伸べている

が， 文政12年(1829年)3片21告に発生した

大火では， 明暦3:年の大:)くから170年もたっ

ており， 変災に処する応急処置もその設舗も

充実してくる. この大火では 7万人を越え

したが， この被災者のために

御教小麗(露11.1)安設け

の教済を行っている.

によると，

るなど

ヶ所

国1.1 御救小L誌の様f

(小野武夫編『日本近I悲観錆志(複刻版)J

荷明審爵(1987)より〕
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第I部 避難所の実態

*1 

内務省社会局f大正盤災

J室、(上)�岩波欝届

く1926)，

ホ2

江戸地鹿という. 下関で

とくに被筈が大きかっ

た 地譲後30余か所か

ら出火， 焼失出捕は2.2

km2におよんだ. 江戸

HlLさの被害は， 潰れ域タミ

lfj4千余， 死者4千余.

*3 

野口武�W安政江芦地

謹』筑摩書爵(1的7)，

*4 

吉村 昭「関東大躍災i

文語春秋(1977)，

22 

とみへ， 件の張小屋一時に議成しけれは， 露宿すべかり

に移しつどへられて， 雨露を凌ぐのみか， 朝夕の金さ したまわちけるJ

と畠るように，

る.

したもので畠ったことがうかがわれ

にほ， 4月7日儲救小属人数高としてr記のような所在地

れている.

396人 四H市 338人

数詳属議タト 397人 筋違外 269人

松屋援弐所分 1，090人 神田機外 220人

築地門跡前 490人 両国広小路 516人

常盤機外 246入 〆 3，962人

識救小屋の構造iまr裡聴草』によると，γ幅四関長十五間程の所， 矢来I�てか

こひ， むしろをかけ， 上iこは苫をふさ， 丸太をころがし， 作すのこをねだとし，

むしろを敷たり， 是詰筋違翻門外の分を開いて一書記せしなり， 其外も同じ事な

れども， 少しは大小有りと人々いへり， 人数は三円五十人計り入て居れり」と

ある(以上はホ1におけるf自本震大災略史J による). 小麗のスケールと収容人数が

正しい笹とすると，1m2当たり1.8人となり， 瞳過密の状況であったことにな

る. 数植の信頼性は低いが， いずれにしても過密状態であったことは間違いな

いだろう.

よると， このγ御救小関」という言葉が最初につかわれたのは文

化3年(1806年)で，勝‘海舟の『吹謹録j斜地方の部二J中のγ江戸窮民救'随伊IJJ

iこみられるという. 先iと述べた文政12年の大火栓へて185 5 の

ときには， 備救小屋め建設む手JI臨も工法も確立

のF安政大増援実験談Jには司、麗を組み立てるための丸太， 量根材の苫， 窓，

沫材の六分板， 翠， 四分板を璽拍た羽目板， さらに障子， 雨戸などがみんな貯

してあり， 千坪ぐらいめ仮小崖は半誌にできてしまう仕組が常に用意しで

あったJという〈以上， *3より要約)， 江戸時代iこすでに， 現代の都市iこも見られ

ない災害故助対策の手法が確立していたのは見事である.

1.2 関東大鹿災における避難行動と避難所

聞東大鹿災の特徴は. J字寧でも述べたように， 二次実害としての大大であっ

たゐ そのときの状況を古村昭のf関東大震災 をもとに見てみよう.

は， 火災は地震発注と同時に， 市内15思すべてに起こち， 出火点、は

郡部も含めると178か所にも及んだ. そのうちおか所詰消火活動によっ

しとめられたが， 95か話Ifで弛生した火災は， 強嵐にあおられて



第1望者 避難所とはなにか

国1.2 関東大器災における火災の延焼の時間経過(東卓市)

(醤災予臨調査会『震災予防課査会報告第白号』者波書活(1925)による〕

となって延焼した. さらに火災現場かちの飛火も激しく， 市内のみで飛大に

よって百余か所から火む手があがり， 東京は炎の濯巻く世界に化した大火災

は. 9月l日正午に始まり9月3日午自U6時までつづいたが， 東京市の43ι%

という広大な地域が焼きはらわれた〈凶1.2入とくに日本嬬区は一坪も残らず

焼失し， 浅草区98.2%， 本所ほ93.5%， 京模区88.7%. 深川区: 87.1%とその

被害は甚大だった. 延:焼告うながした原因の一つに， 避難者が携行する荷物が

あった. 人びとは， 家財を碍馬車や太八車に乗せたり背に負うたりして逃げま

どい， 路上はそれらの人と物によってあふれたが， 迫った火は荷物に静くつぎと

ヲl�たしていった. 人びとは燃えさかる荷物に逃げ道をふさがれて:焼死し 火勢

はさiるにつのって延焼していった(以上， *4より要約). 火梢に ゎ

関1.3に示すように多方面に瀧難したがぺこれによれば10km近い距離を避

難した地民もみられた. 住む家患を失った市民は， 東京市人口の 67%強にあた

ホ5

予

岩

災震A一品査調妨予災震

で 70，000人弱の死者を除いた130万人近い市民 按書信(1925).

によると， 主な避難場所と避難者数

る1，356，740

が避難場所に流れこんだ.

は次のとおりである.

約50万人 明治神宮外苑 約3万人

約30万人 深川清住会開 約5千人

約5刀人 洲崎埋立地 約5万人

靖国神社境内 約5万人 設草観音墳内 約7万人

ると， 当然信頼度の高い数値と泣いえない

が， 大量の火災に追われた避難者がとりあえず逃げ込むことができる広場や公

開に殺到したことは間違いない(開1ι料). とくにγ上野公盟は， 下町の絶好の

避難場所と思われていたので， 市中に火災が起こると同時に間近の住民だけで

2ド§

内務者社会局繍F大正襲

来志写真帳J宕波警詰

(1926). 
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第I部 避難所の実態

26 

28 

24 
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四 谷 区

38 

43 

41 

42 

48 

47 

km 

国1.3 聞東大腸災における避難の方向

[躍災予防調官会『震災予防調査会

報告第百号」岩波書匝(1925)の記

述を永江功治が図化した〕

ニ童橋外広場 2 :U比谷公園 3 :東京駅 4 道監
5 凶谷区 6 :清水谷公園付近 7 :外撞沿線 8 :牛込区

9 噴橋外広場 10:日比谷公園 11:東京駅 12 :芝
区

13 :品川

14 :一重橋広場 15 :日比谷公園 16 :浜離宮付近

17 :崎国神社外苑 18 :中込阻 19 :小七川阻

20 :小石川阻 21 :議鵬 22 .櫛ノ川
23 :芝公岡 山:東伏見官榔 25 :麻生臥 26 :腕谷間 27 : ，大崎

28 :品川 29 :日黒
30 :上野公闇 31 : :本郷l瓦 32 :持中 33: U暮閉
34 : J-:.野公園 35 :揖草公園 36 :存中 37: U暮明 38 :千住
39 :三河島

40 :被服廠肺 41 :亀戸 42 :大島 43 :吾嬬 44 :寺品
45 :蹴q.1鴎 46 :咽立地 47 :砂町 48 :大島
49 :東伏見官民IS 50:山道公岡 51:南山 田:杭砂
防:出楠 54 :千駄ヶ谷

図1.4 関東大露災において潮のように押し寄せた:重橋前の避難者

〔内務省社会同『大正震災志写真帳J岩波書問(1926)による〕



なく， 速く日本構， 京橿}j酉からも避難者が殺到した. しかも， かれらの多く

は需物安もっていたので， 午後四時頃には山大な閣内も立錐の余地がなくなっ

というべちなみに， 当時の上野公盟は約626，200 m2の麗棋を有していた

かる， 避難者数が50万人とすると， 1人当たり1. 25 m2という趨過密の状況で

為ったということになる. 常識的に考えても少し高すぎる鵠でおるが， これに

近い状提であったことは間違いないだろう.

4万人の大量の家財道具そもった瀧難者が殺到し， その家射道具に携え移っ

た火災と旋風によって371.8千人必死者をだした被躍臨跡、の』惨状はよく知られ

ているが， その広さが約67，400剖2ということから計算すると 1人当たり約

1. 7 m2となり， 家財道其の震を考えると， どこの避難場所においてもか江りの

下ネキ思

本郷長三

小石川区

牛込院

西各!涯

蘇布呂

赤桜区

趨町思

芝 区

表1.1 関東大震災における主な避難地と避難者の機数

(9月6日午前日時現主;東京市役所発表)

l上野公鴎， 不思池畔， 谷中墓地， 鷺永守域内， 75，800 

|各小学校， 帯国大学， 第一高等学校， 御茶ノ水博物舘， 4，637 

i護国寺， 青櫛小学校， λ域警察署， 東京高等師範学校， 16，450 

戸山学校 �手揃出小学校， 山吹小学校， 20，000 

障箪組兵学校， 岩崎・酒井部， 捌71<亭;まか

ヨ手坂離宵外見 85，000 

三荷台小学校， 飯合小学校， 東時小学校舎 1，95合

脅llJ背構小学校， 氷川!神社， 松尾邸， 近海恭兵第三連隊 2，850 

電話時， g事範学校，

高架線前人道， 吹上外苑， 日比苔公国 30，430 

慶応大学， .rE満寺， 36，813 

佐々木・山菩穏田小学校分校 1，462

明治神宮， 極大寺侯爵

詮)日本構i芯 京橋区は調吾未了 内務省社会昂『大正震武志(よ)J岩、読書Jti (1926)による〕

第l宣言 避難所とはなにか

25 



第1部 避難所の実態

B:鉄管に般の宿かる富士紡績会社む女工たち

A:明治神宮外苑の避難小脅

*7 

F大正議災事 ，こよると

悪Jj(読の東京市立小学校

数試195校， 焼失したも

のはその60%に当たる

118椛であった.

26 

C:避難者の列車生活

E:宮域前の避難小舎 D:穣路上に生活する一家

題1.5 関点大震波における避難生活必鶴子

〔内務省社会問f大正震災志写真軽i岩波書活(1926)による〕

高留度の状加が現出していたこと きる.

「大正震災五 のγ避難者の集団地及院分J においては「ーた

した握災害辻其後或は田内lこ収蒋せられ， 或は其処に天幕若しく

を作って雨露を凌いだ」とあり(凶1. 地震発生から5

詰11時現悲の市役所発表として表1.1むような避難者数の概数そ記している.

さちに. 9月8日現在の避難者白壁数として， 767，326人と記されている.

した避難所は， 小・中学経参 大学な

公闘などのオープンスペース，軍関係施設，貴族などの邸宅などと多様である.

小 ったケース いの

で， その したためである判'

ょう いては， 壇震産後の同時多発火災とそ



よる火焔から逃れ， 大火災の輯射熱や熱試流か られ

広場や公割に一時的に逆��f込んで鎮火を待ち， その後学校や公共的建物に収容

されるというニ設階の避難行動がみられた咽 :k現模な公掴や本場となると， 当

の数も限ちれ， 避難距離が長くなる醐 このような避難行動の教掛からその

第1主主 瀧難所とはなにか

後の地域助災計画(後述)における本壊避難*8的考えJらぬま生まれることになる. 将

志域避難とは， 大地震・

火災時など， 提警が局所

1.3 関東大瀧災以後の災害における避難所 的に観定されず， 忠誠に

どの災害時の避難所についてのまとまった記録や饗料比意外に議され

ていない. おそらく発災陸後む撞乱時には避難者数や避難所での1&有人員の正

ことが国難であったためであろう.

1. 南海地襲む場合

1946年〈昭和21年)12月21邑に発生した南梅地震(マグニチュード8.0)を記錯

した「出溜大震災誌Jl*9には比較的まとまった記述がみちれる.

東海沖から南海トラアにかけての海の下で起こる

わたって影響が品る擦の

思い範開での藤難. この

ようなZ広域避難が必諜と

される災害に対しては，

事前における十分な調

査・対策と災害時におけ

るシステム的な対応が必

要とされる.

本語

南樺大震災誌編纂委員会

縦f南・海大襲災詰J高知

も数多くその名をとどめているが， 近世 以来， 約百年ごと しているとい 県(1949).

われる牟10 その一つ もいわれる)である. よる被 *10 

寄は高知県南部 を中心iこ中部以西の各地にわたち， 損害は‘津波によるものが大

きし死者1，330入， 全壊11，591戸， 流失1，451戸という甚大な被害をもたら

した.被害が最も大きかった高知市では，被災者約11， 0∞人のうち一部の者は

親該知己に寄寓したが， そむほかの者はさしあたり市内各所の応急の収容所に

避難した表1.2 は， r南権大震災誌Jに記載されたものをまとめ直したもので

あるが， この表によると宗教範設， 学校， 倉揮， 劇場， 理殺場などさまざまな

施設が利用されていたことがわかる. また， 尭災直後には1，942人であったも

のが1週間後には2，711 入と増加しているのは， 親戚知己のところでの避難期

間に躍度があることの表れとも考えちれる， これらの枝容者に対してはヨ1 B 

り食料常聞と協議しパンを給与したが， 引続き隣接町村の好意により多

り， 給金に万全を期している」とある九

新宇佐器?では， 約6， 000人の被災者が発生した被災者は震災当日は村近の

LlI林に避難したが， 町当局は国民学校や山手の民家に収容保護するとともに，

炊き出しを行っている. さらに， 救援物資として毛布， 煙草， 濯物， 石鹸， タ

オJレ， 靴下， 味噌響拍， 石灰， 腹薬， 燐寸， 口一ソク， 塩， 釘， セメントなど

しているベ須崎町ラ 多ノ郷村の被災者は約11， 000人で， 持l

どに収饗された省 中村町も被災者約6，4 00

1.2 ，こ示すように中学校などに収容された.

荒川秀稜， 宇佐築龍夫

f百本史小百科・災害J

近藤出版社(1985)，

27 



第I部 避難所の実態

表1.2 南梅大震災における被災者の収容状況

施 投 名 震災臨棟収将人民/人 12月初日現在収容人員/人

賀神社 300 209 

械販問業学校 312 423 

大事日館 131 57 
昭和木品倉庫 45 。

I可仁=1 昭和国民学校 240 517 

高知劇場 289 360 

松岡殺陣 229 175 

木村議館 19 19 

稚張倒宵所 7 21 

第四国民学校 85 73 

天理大教会 234 377 
矢口 城東中学校 51 47 

下知屠殺場 。 63 

ド知轡防団 。 26 

楠聞神社 。 69 

県立工業学校 。 106 

中央肯年学校 。 44 

市 高野寺 。 5 

比島山 。 63 

愛宕山 。 15 

掛川神牡 。 42 

百十 1 ， 942 2.711 

新 新宇佐国民学校 368 
r子ム甲 新宇佐青年学校 35 

佐 若一神社 12 
同 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

町 415 

姻崎組合問問学校 2，000 250 

須崎天閣教合 200 50 

姐 多ノ郷澱粉L場 100 25 

崎 県造船社宅 130 55 
野見天理教会 75 46 

町 江霊寺 70 40 

万 i有国民学校 135 55 

間 上/加江田同学校 200 115 

蕎什ミ子 65 14 

2，975 650 

中 県立中村中学校 107 116 

村 県立高等瓦学校 156 165 

町 侍染病問離病舎 75 78 

338 359 

〔間海大盤災誌編纂委員会編r南権大盤災誌』高知県(1949)をもとにして作成)
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第1主主 避難所とはなにか

2， 薪渇地麓ぬ場合

196 4 !rf之〈昭和39年)6月16 日， 13 

ち山車県にかけての沖合であった，

で島った(表0.4参照)， 瞬間的に家が崩壊す

1分;こ発牛hした震源地誌新

8，600 棟， 死者26入

り，

揺れは大きいが全壊率は抵く， 倒壊の場合 くは脱出でき， 地譲の規模り害IJ

には死者が少なく出火も少なかった. とくに， …般家庭の出火はl 件もなかっ

た. 逆iこ鴨 ス!くや砂む噴出現象が平野部 で顕著で， 地盤の液状化によ

った. 盟主'アパートがそのままの形で剖れたち傾いたりしたのは有名であ

る. 措披は日本海沿岸各地に押し寄せたが世 それによる死者泣なかった本10

新潟県による「新潟地震の記錨 に避難の状況について比較的詳しい記述 *11 

がみられるので紹介しておこう.

新潟県内の大部分の地域が麓震4 以ヒで， 下越地方を中心とする

新潟県繕「軒、弱地震の記
録一地謹む発生と応急対

手分以 策j新詩!思(1965)，

5という撤しい揺れ であったから， 各地で地震後すぐおもて

へとび出す人は多かった. とくに， 局部 的には鷺藍6 ないし7 という地区さえ

あった新潟市と岩船郡一帯は家の倒れる抵どの撤しさで，

ち品そもち出し， おもてで避難を統けるという併が多かった

警視庁警摘心理学研究会が新潟市内で行った調査(回答者670ゾ災害心理の研

究J昭事日3吉年10月〉によれば， とわかったときまず最初にやIをしたかという

間いにつづくγそのときあなたはどこに避難したかJとの問いに対い 道路

31.9 %， 空地29.0 %， 学校9.4 %， 高台13.9 %， 避難しない15.8%という回

いる， こうして住民吉身による緊急避難行動がとられたのち，

き家を矢い， 直ちに身を寄せるべき知己もない者lこは， 避難所の提洪が必要で

あり， 放出しなどiこよる食品の給与b必要になった.

新鵜市では学校などを， 水原町では公民館を， 中之島村で詰寺弘 それぞれ

避難所にして， これらの者の一時的i包容を誌かった. により

1.3のとおりで透うるが， そのほか村上市や中条町でもそ

ち， とりあえず避難者が喪蕗をしのぐな

ど， 臨機の措置を講じた市町村が多いE

新潟市ti， 津波に伸う避難指示を行ったの

大』

む避難所を選定し， 市内の小中学校など13 か所を指定し

るため

とめた. し

表1.3 新縄地震における災'R�攻防法による避難所の開設状況判1

市町村名 開設期間 設問額所 抵議難者数/人

新潟市町16 -- 7/15 30日間 27 228，552 

本原町 ち/16 .-.- 6/25 10日間 353 

中之島町 6/16 ......， 6/21 6日間 2 552 

計 30 229，457 

2註
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新潟市における聾難者数および応急給食数の*主移
(新縄県結『新議地震の記繰一地震の発生と応急対策J新潟東(1965)より)

5.000 

図1.6

は最寄りあまりにも多く，か

17 E3からはた. したがって，間的に身を寄せたまま第一夜を明かす者もあ

日)の避難者を

その数はその後も急激iこは減らなかった. 樟披と地下水による広

らは依然として水がひかず，結局7月15日まで. 1か丹

21か所21，612L. さら

収容したが，

いても，

日赤センターおよび県営陸上競

た. 陸上麓技場では 7丹羽B. 日亦

ょうやく全員が帰宅した(以上*11による)‘

日しかし， そたる開設を余儀なくされた(関1.6).

力経理が不能誌者や移転先の決まらな

技場に収容され， それぞれ

で、は8月10日に，センタ

津読や}垂水害， 雪崩， 大火， LU火事など

コンピナートや危i換物貯藤倉雄の火災や爆発などの

おこすの

3. 火山噴火の場合

けではなく，

り， その織相は多様である. そり中でも犬山噴火は危険性の判

定が困難なため避難生活が比較的長期化する傾向がある. 幾つかの火山噴火時

の避難所の状況告見てみよう .

1977年の有珠山噴火では，

的

込3日後には. 800人たらずだっ

すが， 10 E3後には1，240人にふくれあがち， 避難所は符き場のない人でま

というのは， 避難した人の中には， 親或な

ぞの中から避難所に移る

も

きたかl週間もたつと，

になった.

L 、fこが，
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ちであるe 親戚などに頼れるのもせいぜい二， 三ヨが限度と盟、われる. 避難所

のGとっ虻田体育館で、 広さが800 rn2の大ブロアが避難者の住まいとなっ

ていたが， 多いときで4∞人， 少ないときでも200人(密度では2取り入ないし4

人) が1か丹 か 主 50 日間も ざこ 嘆の生活 を した. 避難所は体育館など で

あ っ たため， 日 常生活の制約， ブライパシーの問題など，
ゆ

え
，
っ

で問題があった(NH英政材班rf1珠山大噴火』日本放送出版協会(1978)， * 12よち

1983年10丹の三宅島噴火では， 問吉地区の一部往民(約500人〉は約1か月

くった合

は， 避難所に仮設の洛場， 炊事場， トイレなどを設皆置働しfたこ膨 躍難所で;はま横々の

牛

つくり問題解決にあたつた〔東京大学新関研究所f日l印s開8部3年1叩0月三宅品噴大における

(1985入 *12よりL

1986 年 1 1 月 日 日 か ち の伊豆大島 噴火では， 全島氏瀧難 と いう事態とな っ

た 1万人余の島民は38 隻の客船や巡担船に分乗 して ，

し た . 避難期間中 の 避 難所開設数 および避難人員は， 静 関 県が 22 か所，

6，453人(11月21口一24日)， 東京都が57か所， 経176，457人(11丹21日-12月22

11)であった. 避難所として使用した公共施設(東京都) tì， スポーツセンター，

福祉会館， 敬老会館， 婦人会館 ， 時災セ ン タ ー ， 小 ・ 中学 校 などであ った こ

のうち， 大規模な総合体育館(スポーツセンター〉が8割近くの避難者を収容し

たー そのほか福祉会館が3割で，学校はわずかに8%であった. 学校での収蒋者

が少なかったのは， 教育現場に多数の諜難者が長期間出生活をするめは好まし

くないため，避難初臨以外(1日-6日間〉拡使用しなかったためである. 公共施設

の誌とんど'ì，避難所としての設績は不十先であったため， リ…ス(トイレ，洗面

合〉により対応し， し場は， プ ー ル ， どが使用さ

議1.4 伊豆大島喰火u寺のI人当たりの避難所の面積

開設区|施設数11人当た唖積収容人員I 1輔当たり

最大 平均I (最大)

千代田区 4 1.60�19.00 5.60 593人 大韓技場 340�人

中央毘 23 3.32�14.34 4.98 823入

港 毘 5 2.63� 4.50 2.84 570人

江東区 1 2.82-- 7帯00 3.08 560人

新宿区 8 4剛10-- 6.29 4.80 664人

丈j主{冨 ! 3.75--- 4.39 3.79 2 10入

品)I! I玄 11 3.10-- 5.49 4幽32 321人
幻}::J-JII区 2 3.44� 6.04 4.12 73人

JI: じま 2‘78，.....，27.36 4.78 65人

大出芭 3 4.48 3.61 362人

o糊消防科学総合センタ-rJ;世i或防災データ総監・地境涯難編Jl (1987)J 

第1章 避難所とはなにか

*12 

(財〉市助科 学 総合令ン

タ- 地填防災データ総

覧・地域避難編Jl (1987). 
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第I部 避難所の実態

*13 

東京都地域防災計画

(1970年) Iこおける 避難

所設置基準によると ， 避
難所の収容基準は， 次の

とおりである.

民期避難:

3.3m2当たり2人，

一時離難:

居室3.3m2当たり4人.

*14 

蹴難訓点とは， 大槻欄な

再開婚はよって都市の中

lこ大火応対して安全な島

をつくり， 人;地震の|轄の

避難場所にするものをい

う. その視棋は50 haか

ら100 haとし‘ 問問l乙

湖周組物そめぐらすこと

によって， 大火災の幅射

熱*熱気流など熱の侵入

を防ぎ， 中心部の避難場

所 を守る目的のもの.

「防災拠点Jともいう.

ホ15

「災時救助法J

[目的〕 この法律は， jit 
官lこ際して， 国が地方公

共同体， 日本赤十字社そ

の他の凶体及び国民の協

力の下に， 応i型的lと， 必

掛江救助を行い， 災官lこ

かかった識の僻識と社合

の秩序の保全長岡ること

を 目的 と す る"

本16

牧 紀男『白然災得後の

「応急居住空間Jの夜嵐

その轄備千f去に閲する

研究J点都大学学位論文

(1997). 

32 

れた. 都内の各避難所のl人当たりの居室部分(大部屋の場合， 通路長含む)の耐

1.60-27噌36m2で， 区平均では2.84-5.60m2となっており，

いる避難所間置県櫛 * J 3 に比べやや ゆ とりがあ っ た剛

の面積からみると， 港区スポーツセンターや江点区1ポーツ会館の ように1部

犀当たり500人以上の人びとを収容したところから， 江戸川院のいこいの家の

ように敬老会館や婦人会館の個室を利用したものまで， 大小さまざまであった

(器1.4) (データは東京都総務局災害対地部によるもの， * 12 !こよる).

1.4 災害救助法， 災害対策基本法などにおける避難所

避難とは災害から生命などを守るために安全な場所に人が移動することであ

るが， この 「安全な場所Jは 周常 ，;腔難場所J や 「避難所J ， I避難拠点

などおまが まな呼ばれ方そし， その内科も広場や公闘などのオーブンスベース

から小学校などの建物 までを含み， 統一的に明確な定義がなされていたわけで

はない. ここでは， 避難所に関連する法制度として「災害救助法Jとその運用

の基準などを示している『災害救助の実務(厚生省社会・援護局保護課監修)Jお よ

び 「災害対策基本法」につい て概観する.

1 . 災害救助法における避難所

災害救助法はすでに災害に遭った者に物的な支援をする法律である本15 この

法律は昭和22年に制定されたが， それ までは備蓄貯蓄法(明治13年)， ;陪災者救

四年)が被災者の�害救助に閲する法体で， 両法律と

ることそ目的とし あ っ た申 16

災害赦助法第23条において救助の種類は次のよ うに定められている.

一、収容施設(応急仮設住宅を合む)供与

二、炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

什被服，

E.、 災害にかか っ た者の救出

六、 災害 にかか った住宅の応急修理

七、生業に必要な資金， 器貝又は資料の給与又は貸与

八、、

九、

十、前各号規定するものの他， 命令で定めるもの

また ，救助の程度， 方法及び期間に関し必要な事項は， 命令でこれを定め

るJとなっている.



次むよう

( 1 ) 

れている.

fこ

難しなければならない者を，

設の建物または仮設物等に収容

(2)避難所開設の期間

いてはf災害救助の実務(部出) �こ

又は受 けるおそれのある者で ，

福祉センター， 公民館その他蹴

ることを目的とする. J 

し応急的に難を漉け る. したがって， 開設

日から最大限7 日以内と定めているのであるが， この法律

の趣旨からいってできる限り短期間に止めるようiこしなければならない金 こ

の7日間の期間'd:! 水害等の場合は， 相当大規模屯災害を想定し定められて

いるものであって， 小規積む災害の場合は， 過去の実績からみても2日ない

し3日程度で終わるのが通例である* しか し， たとえば， 煎内一円又は 1 市

町村の殆ん どが被害を受 けたような大災害の場合で， どうしてもこの ? 時間

の期間内で謹難所を打ち切ることが盟難なときは，

要最小器の期間を延長することができる

2. 災響対軍基本i去に基づく濃離間

死者・不明5，098人という犠牲者を出した研勢湾台瓶〈明和34年)の穆事は日

の社会に強い葡撃安上手え， 昭和初年の災害対策基本法の制定へと進んで

いった昭和35年J2J.前は先にも述べたように， 災害教崩や災害後!日に対する資

いった災害挫の対策が中心であったが， 災害対盟基本法が制定され

たことにより， 予防， 応急， 復!討にわたる総合的かっ計倒的立対策が進められ

ることiこなった.

いては， 総理府に中央訪災会議の設寵が定められ， ここ

で「妨災基本計酉Jが作成される. この訪災基本計調(法第討議〉そ上位計両と

しτ， 都道前県防災会議はr都道府県地域訪災計画Jを作成し， 市町村訪災会

「市町村地域助災計画Jを作成する.

避難に関連する事項については， 主として市町村防災会議が作成した?市町

村地域防災討属」において定められている. 謀本的には， 避難態勢， 避難場所・

避難道路の指定の泣か， 避難所の設置・運営などについて必要な事項が定めら

れているが， その内容は各自治体によっ るものとなっている鷹

たとえば， 東京都i官接防災計嗣(1996年修正〉においては，

義は次のとおりである曇

( 1 )避難場所〈法域避難場所〉

る証;娃火災やそのほかの急険か

第l霊安 藤難所とはなにか
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第I部 避難所の実態

*17 

大阪市においては， 指定

の基準を次のように定め

ている"

一時避難所!J;， ノ九火
災等lこ安全な広場， 公

開， 空地等で， 開則 と し

て1 m2につきl人を基

準として200人以上避難

可能な場所とする.

収容蹄難所は， 給食設

備後荷するか3えは応、惣的

1;::給融設備として利用で

きる施設があるもので

あって， 界易に搬送給食

することができる建物で

災害に対して安全 と 考え

られるもので， 原則 と し

て2 m21こっきl

準として100人以上収容

できる建物(浸水被害予

想地区は2階以上， その

ほかの地区は1階以上を

対象とする)とする.

34 

るために必要な面積を有する大規模公園， 緑地等のオープンスペースをい

つ.

(2 )一時(いっと

避難場所へ避難する前に， 近隣の避難者が一時的に集合して櫛予を見る場

所又は避難者が避難のために一時的に集聞を形成する場所で， 集合した人々

の安全が確保されるスペースを有する学校のグラウンド， 神社・仏閣の境内

�\う.

(3 ) 

よる家用の倒壊， !腕失などで被害そ受けた者〉くは現に被害昏受ける

恐れのある者を一時的に受入れ， 保護するために開設する学校， 公民館等の建

物をいう.

また，大阪市地械防災計画(1973年)においては，避難所長区分して「避難所帯

と収制雌難所にじ夜分するJとし， l腔難所の指控においては，

r避難所は，避難者を避難又は収容するに足る安全なものであって，かっ避難に

便利な位置にある建物， もしくは， 公閑， 広場のうちからあらかじめ指定して

おくものとする. なお， 避難所については， 毎年再調査を行い必要があれば更

新するJと定めている本17

年)に�いては， して ょう

ている.

「災害時におけるり災者の緊急待避所， 収容避難所及び広域避難場所をあ

らかじめ選定し， 住民に周知徹底しておくものとする. 緊急待避所は， 災害

に対して安全な礎物をあて， 収容避難所は， 災害に対し

るものか， または比較的!出品に搬入給食し得る場所恐灘矩するよ

う考慮するものとする. また， 広域避難場所は， 地践に伴う火災が発生し，

それが延焼拡大した場合， その地域内の市民が輯射熱や煙におかされること

なく避難しうる場所を選定するよう考慮するものとするJ.

1.5 

以上のように， 被災者を受入れ， 保護するためための 「建物」を各自治体は

「避難所Jや「収容避難所」と定義して設置基準を設けて指定を行っているが，

は， 鹿災以前に指定おれた避難所では収押しきれず， 多数の民間

ントなど)などが雌雌指骨収郡する施批とし

そこで， 本署では， その範凶を!ぶくとり， 避難生活をおくるための施投(応急

仮設住宅を除く〉を「避難所」と定載することにする 柏原士郎)




